
ちょっと待って！⺠法改正！シンポジウム

知っていますか？

日時：2017年6⽉1⽇ ⽊

成年年齢が２０歳から１８歳に？！

日時：2017年6⽉1⽇

午後6時〜午後8時30分

場所 弁護⼠会館17階1701会議室
※開場：午後５時45分予定

場所：弁護⼠会館17階1701会議室
⺠法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げようという動きが具体化しています。
しかし、なぜ引き下げる必要性があるのか、説得的な説明はありません。
また、重要な問題であるにも関わらず、国⺠の間で⼗分な議論もなされていません。

現在、未成年者は、⾼価な買い物をするときに原則として親の同意が必要ですし、同意がなければ契約を取り消す現在、未成年者は、⾼価な買い物をするときに原則として親の同意が必要ですし、同意がなければ契約を取り消す
ことができます。これを未成年者取消権といい、消費者被害防⽌の最⼤の「防波堤」となっているのです。
しかし、成年年齢が18歳に引き下げられると、18歳、19歳の若者は、契約を取り消すことができなくなります。

それなのに、現状では、消費者被害の拡⼤を防⽌するために⼗分な対策が⽴てられているとはいえません。
今回のシンポジウムでは、以上のような問題を学ぶ機会にしたいと考えています。

プログラム（予定）
◆基調講演◆基調講演
「成年年齢の引下げと若年消費者保護について」
河上 正⼆ 教授（東京⼤学⼤学院法学政治学研究科・内閣

府消費者委員会委員⻑）

◆報告「成年年齢引下げに関する問題点」
弁護⼠ 中村 新造(⽇弁連消費者問題対策委員会副委員⻑)

●地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線
「霞ヶ関」駅 B1-b 出口直結

●地下鉄有楽町線「桜田門」駅 ５番出口から徒歩

◆報告「若年者の消費者被害拡⼤防⽌への課題」
弁護⼠ 平澤 慎⼀(⽇弁連消費者問題対策委員会成年年齢

引き下げ問題PT座⻑)

◆関係団体からのリレー報告
全国消費者団体連絡会/全国消費⽣活相談員協会/NACS/
全国⼤学⽣活協同組合連合会/消費者教育⽀援センター/

主催：⽇本弁護⼠連合会
共催(予定)：関東弁護⼠会連合会・東京弁護⼠会・第⼀東京弁護⼠会・第⼆東京弁護⼠会
【お問合せ先】 ⽇本弁護⼠連合会 ⼈権部⼈権第⼆課（電話: 03-3580-9512）

●地下鉄有楽町線「桜田門」駅 ５番出口から徒歩
８分

●ＪＲ線「有楽町」駅 から徒歩１５分

全国⼤学⽣活協同組合連合会/消費者教育⽀援センタ /
⾦融広報中央委員会/⽇本司法書⼠会連合会/全国⾼等学
校⻑協会/⾼等学校教諭


